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１２月９日本会議一般質問（１日目） 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １３時００分 ―― 

 

○的野信之議長  これから本日の会議を開きます。本日の会議には、１３番議員 篠原哲哉議員

から欠席の届出がありましたので報告します。日程に入る前に、傍聴人に申し上げます。傍聴席に

おいて許可なく写真撮影、録音等はできないようになっていますのでご了承願います。 

これより日程に入ります。日程はお手元のタブレット端末機に送信しているとおりです。日程第

１ 一般質問を行います。質問は通告一覧表の順序により行います。なお、質問に当たっては、通

告事項に従い簡明に、また答弁に当たっては的確なる答弁をお願いします。最初に、２番議員 田

中二三輝議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：田中二三輝議員 

答弁者：町長、 

 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  ２番。まずこの議事堂で行われる最後の一般質問に、参加ができこ

うやって質問できることに感謝申し上げ、本日は２項目について通告に従って一般質問を行いま

す。 

まず、令和４年９月定例会における町長の就任時のご挨拶並びに令和５年３月定例会での所信表

明での町の姿を描きその取組を語られたことだと思います。今回、そのご挨拶や所信表明等を読み

返しながら、質問に入りたいと思います。その所信表明の中にもあります通り多くの事業に取り組

み、その実現に向け日々努力されていることと存じます。そこで、就任時に社会情勢の変化に順応

した活力ある持続可能なまちづくりというふうにご挨拶にありましたが、現時点の町長の自己評

価、これは町長どのようにお感じになっておられるのか、まず教えてください。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  ２期目の当選後初の９月議会におきまして、ご挨拶をさせていただいた際に、

当時の喫緊の課題としての「役場庁舎の建設について」を主に述べた後に、６小学校の統合による

小学校の建設、データセンターの誘致を前提とした県や直方市、広域で取り組んでいる直方・鞍手

工業団地の早期完成、または当時、新型コロナウイルスも感染拡大をしていましたので、新型コロ

ナウイルスのワクチン接種、また感染対策、そしてまた気候変動による温暖化による水害の対策な

どについて９月議会では述べさせていただきました。その後、令和５年の３月の時点で改めて２期

目の所信表明をさせていただきました。その際には３つの目標として２３施策を掲げ、実現できた

一般質問 ①   田中二三輝議員 
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施策と着手している施策、そしてまだ着手できていない施策等があります。それについて申し上げ

ますと、実際にも着手し完了している施策としては先ほど言いましたような新型コロナウイルスの

感染対策についても速やかに対応しておるところですし、役場庁舎につきましても完成をし、来年

の１月６日には移転で新たに開庁するということになりました。そしてまた、今回の一般質問にあ

りますように、手話言語条例の制定につきましても制定をすることができました。そしてまた高校

生での医療費の完全無償化、がん患者が使用する医療応用のウィッグ等の購入の助成、地域公共交

通の利便性の向上についても、これは「のるーと」という形で今実証実験ですけども、３月には本

格運行の運びとなっております。そういったことを考えますと、実施し完了したものとしては２３

項目のうちの７項目、約３０．４％になります。そしてまた実施し着手しているが、完了までには

届いていないものとしては、２３項目の１２項目、約５２．２％あります。そしてまだ着手できて

いないものにつきましては、２３項目のうち４項目の１７．４％ということで、総体的に見ます

と、私の自己評価としては６５％から７０％弱位かなというような私の評価というふうに自己評価

をさせていただきます。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  多くの事業に対して努力されているというふうに思いますけども、

ただいま述べられた町長の自己評価、数字的なものでございます。町長としてのお気持ちの中で、

どう評価、十分満足されているのか順調に来ているのかとか、まだまだ努力が足りないとか色々お

感じになっていると思います。その辺はいかがですか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  私としては、まだまだ足らないなと。先ほども言いましたように、まだ４項に

ついては着手ができていないというような項目もありますので、まだ頑張りが足りないのかなとい

うふうに感じております。いずれにしても、また後ほど質問もございますけども、職員とともに、

鞍手町の発展、また持続可能なまちづくりを目指していこうというふうに考えております。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  目標の中に水害対策とか、過年に亘って鞍手町が抱える多くの大き

な問題も掲げておられます。これらの解決に向けての努力というのは、多大な努力が必要になって

くるんじゃないかなというふうに考えますけど、今時点、町長として最もお力を今後力を入れてい

きたい未着手の部分、それはどの項目を何としても今期中にやり上げるんだ。いうふうにお考えの

ものがあればご紹介を頂きたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  やはり１番は行政としては生命と財産を守るという観点からすれば、この気象

変動の中、以前とは違うやはり状況があるということから考えれば、私が挙げています六田川や西

川などの治水対策の推進、西川は今県事業として、県のほうで順調に整備を進めていただいていま

すが、六田川につきましては、いろいろなことで県に相談したり、または遠賀川河川事務所に相談

したりして、何か良い方策はないかというようなことで、今協議なり検討しているところです。な
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かなかまだ解決策、またはこのようにして事業を進めていこうというところまでは至っておりませ

ん。そういったところから未着手ということになっております。また同様に地域の個人やタイムラ

インの作成というところについても、なかなかこれもまだ進んでいないということがあります。こ

ういったことから、やはり生命と財産を守るという観点からすれば、この辺は重要な項目じゃない

かなというふうに考えております。そしてまた企業誘致、農産物の地産地消というところについて

も、これもなかなか進んでいないところもあります。これはなかなかやはり企業の誘致というのは

相手のあることでもありますし、いろいろと噂なり話なりはありますけども、まだはっきりと公表

するところまでは行っていないということもありますので、これもまだまだかなというふうに思っ

ておりますし、農産物の地産地消につきましても、国もそういう方向で進めておりますけども、な

かなかそれをどういう形でどの程度進んだら、それが成果というふうな形で評価できるかというの

もはっきりしておりませんので、これについても未着手というわけではありませんけども、はっき

りとした成果が見えていないということだろうというふうに感じております。あとはっきりと例え

ば電力の地産地消ということも挙げておりますけども、脱酸素の観点、そしてまたカーボンニュー

トラルの観点からいっても、まだまだこれについては進んでいないというふうに感じております。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  お話を聞きますとかなり難しい問題が横たわっているんだろうとい

うふうにも感じますし、私自身もそのように思っております。今後、町長ぜひそのような未着手の

部分も極力成功を見るように努力を続けていただきたいというふうに思います。 

質問は次に進めさせていただきます。所信表明では、今町長がご紹介頂きました多くの事業を掲

げ、目標に向かって町長並びに職員の方々は一心に一丸となって進んでおられることと思います。

町長の２期目の折り返しを迎え、所信表明を読み返し考えをめぐらせましたが、どうしてもイメー

ジとしては湧くんですが具体的なものがよく分からない表現がございまして、ぜひその部分を明確

にお答え頂ければありがたいなと思いますが、所信表明の締めにある「誰もが心豊かで幸福度、満

足度が高く自信と誇りの持てるまちの実現」という言葉で締めておられます。これどのような町な

のか、大方のイメージを開きますけど、町長分かりやすくちょっと明確にこんな町だっていうもの

をお示し頂ければ幸いに存じます。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  表現としては結構モリモリの表現になっていますので、分かりにくいというと

ころはあるかもしれませんが、私としては住民お１人お１人が鞍手町に住んでよかった。住み続け

たいと思っていただいて、自分のふるさとは鞍手町だと胸を張って言えるようなまちを目指してい

ます。一言で言えば、こういうまちっていうふうに思います。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  なかなかね。そういった町民一人一人がというところっていうのは

非常に難しいんじゃないかなというふうにも受け止めております。ただ、そこを目指すという町長

の努力には感銘を覚えます。ぜひね、この所信表明で掲げたまちに一歩でも二歩でも近づいていた
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だきたいと思いますが、今後、どのような努力が必要だというふうに町長今お感じになられていま

すか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  先ほど申し上げました所信表明の中で上げています。ここには未来に続く持続

可能なまちを目指してということで「安全安心な鞍手町」「明るく元気な鞍手町」「人と地球に優

しい鞍手町」ということで、大きく３項目を挙げています。所信表明の中で挙げているこの大きな

３項目をやはり実現することとともに、住民の皆さんとどう繋がっていくのか、行政自体がどう繋

がっていくのか、コミュニケーションをどうとっていくのか。それも住民の幸福度・満足度が高く

なるということにも繋がることじゃないかなというふうに思います。そしてまた鞍手町が少しずつ

変わっていくことによって、やはり自信と誇りを持ってもらえるようなまちに繋がっていくのかな

というふうに思っています。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  新聞報道等で過去に待機児童の問題等も多く報道があった時期がご

ざいます。鞍手町は今、待機児童がいないというふうに受け止めておりますし、さらに高齢者の生

活難民という買物難民、そういった方の発生ということも極力避けていく必要があるだろうという

ことで、先ほど述べられた「のるーと」だっけ、それの実証実験で公共交通の利便性、そういった

ものを高めておられるじゃないかなというふうには思います。ぜひね、そういった意味で、今後

は、子どもの政策というのは国・県をあげてね多く大きく取り上げられております。その中で、私

自身は欠けているのは、介護、そして老後の問題、老人のひとり暮らし若しくは老人夫婦のご家庭

の生活の環境、買物にも行けないような状況っちゅうのはやはりあってはならないんじゃないかと

いうふうにも思いますし、介護をしている家族の負担軽減、これに繋がるような新たな町独自の施

策っていうのも考えていっていいんじゃないかなというふうに思います。非常に高齢化率の高いま

ちであることはゆがめない事実というふうにも感じますので、ぜひ今後の努力に期待をしたいとい

うふうに思っております。町長その言葉を受けて何かご意見ございましたか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  鞍手町の未来に続くということで考えれば、やはり今、鞍手町もまた消滅可能

性都市と１０年後もやはりそういう指摘を受けておりますので、どうそれを解消するかということ

から、移住定住と同時に子育て支援っていうことで、少なくとも若い方たちに鞍手に来ていただ

き、少しでも多く子どもさん達が健やかに育つようなまちというのは一つの方向性だろうというふ

うに思っています。と同時に今、田中議員が指摘をされましたように鞍手町は高齢化率が４０％を

超えているということで、高齢の町でもあります。そういった中で、当然ながら介護という問題は

出てくるわけですけども、私も以前はケアマネージャーをしていたこともありますので、実際に介

護の現場についても承知をしております。非常に難しい問題、困難事例などもたくさん出てきま

す。そうした中で、やはり家族がいる方でも、なかなかそこに高齢者の人に寄り添ってもらえない

家族もあれば、独居の老人の方もこれから増えてくるという問題もあります。そうした中で、国も
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いろいろと施策を打ってきているっていうふうに思うんですけども、なかなか難しい状況がありま

す。本来ならばこれを寄り添い、１人でも多くの高齢者の方たちに、この言葉といえば、やはり、

幸福を感じてもらい、満足してもらえるような施策が出ればというふうなことも考えておりますけ

ども、なかなか難しい状況でもあります。いろいろな方のお知恵を頂戴しながらこのことについて

も十分検討していくことが必要かなというふうに思います。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  今後も、その他町長の過去のご経験を活かしながら、まちづくりに

向かって進んでいっていただきたいと思います。もう引退された衆議院の先生で、３０年後に生ま

れてくる子ども達のための政治を目指しているんだと言われた先生がおられます。非常に心に残っ

ている言葉で、どうしても今、町長のお話を聞いていてご紹介したくなります。ぜひね、そういっ

た今後生まれてくる子ども達がしっかりと生活ができて自信を持って生活のできる、町長の言葉を

借りれば、そういったまちづくりに安心をしていただきたいというふうに思っております。ぜひ努

力を続けていっていただきたいと思います。 

それでは、次の質問へ移ります。町長が目指すまちの将来像の実現のために、多くの事業に取り

組み、住民サービスの向上等を迅速に努めておられることと思います。しかしながら現在、町長室

の前には決裁のために多くの職員が並んでおられます。口の悪い私の知り合いなどは、鞍手名物長

蛇の列というふうにもおっしゃっている方もおられます。町長の不在のときの決裁。これが溜まっ

てそういった状況になっているのではないかなというふうにちょっと心配をしております。そこで

町長不在時の決裁、これがどのような体制になっているのか、その辺を教えてください。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長  総務課長。 

○梶栗恭輔総務課長  お答えをさせていただきます。町長、副町長在庁時の決裁につきまして

は、午前と午後に決裁時間を設け、秘書より各課に順次連絡し決裁を受けている状況でございま

す。令和４年度より電子決裁を導入しておりますので、以前ほど多くが並んでいますことはござい

ません。町長不在時の決算につきましては、副町長と課長によります庁議を月２回開催し、その中

で、当月あるいは翌月の町長及び副町長の予定を事前に確認し、全職員に周知をしているところで

ございます。そうしたことから、町長が出張等で不在になることは、あらかじめ職員が把握できま

すので、事前に町長決裁を頂くようにしております。ただどうしても急いで決裁を頂かないといけ

ない事案がございましたら、町長に確認を取り、副町長に代わりに決裁を頂いております。以上で

す。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  そうしますと緊急性のあるような決裁。これも滞りなく決裁がおり

て決裁を頂くことができて、事業の推進に何ら影響はない。そういった状況。そういった環境を整

えているんだというふうに受け止めてよろしいんでしょうか。その辺をちょっともう一度教えてく
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ださい。 

○的野信之議長  総務課長。 

○梶栗恭輔総務課長  今、田中議員おっしゃいますように緊急性を要するものを除けば予めきち

っと各職員のほうがそういう体制をとっておりますので、きちっと町長のほうの意思確認がとれて

いるというところでございます。以上です。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  いや緊急性のあるものが大事なんですよ。その緊急性があるもの

が、町民サービスの向上や迅速化の妨げになっているんじゃないかというふうに受け止めているん

ですね私自身は。ですからそれを払拭するために、今回、この項目を一般質問に上げさせていただ

いているわけですけども、緊急性の高いもの若しくは緊急に決裁をどうしても頂かなきゃいけな

い。だけど町長が不在だといったときの決裁はどのようになっているんでしょう。その辺をちょっ

ともう一度教えてください。 

○的野信之議長  総務課長。 

○梶栗恭輔総務課長  どうしてもその緊急的に、例えばその日のうちに町長の決裁をもらわない

といけないというようなときに町長が不在であれば、先ほど答弁で申しましたように、必ず町長の

ほうに連絡をとりまして、そこで町長の意思、意向を確認して、副町長と協議して担当課なりが協

議をして、きちっと回答するような対応するような形をとっております。以上です。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  そしたら先ほど述べましたように、私自身が思っているようなこと

はない。滞りはないという理解と。それから町長の１か月のスケジュールなのか一週間のスケジュ

ールがよくわかんないけど、不在時、県外出張を含めて庁舎にいない、決裁が直接できないような

環境にあったとしても、その辺は滞りなく決裁を頂けるような体制といったものが確立されている

と。住民サービスに何ら影響がないんだという理解で受け止めていいですか。 

○的野信之議長  総務課長。 

○梶栗恭輔総務課長  田中議員おっしゃるとおりでございます。以上です。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  次の質問として、町長がいずれにしろ多くの事業が行われていて、

住民サービスの迅速化といったもの、それから、そういった環境づくりといったものの併せてお伺

いをいたしました。 

それでは、最後に職員との良好な関係と。これは町長が掲げておられる多くの事業を推進、また

は完了ちゅうか達成というか。達成っちゅう言葉でいいのかな。達成を目指して努力し続けて１

期、その成果をきちんと住民サービスという形で実現できるというふうに理解しておるんですが、

とにかく事業推進に当たっては、職員の方の気持ち、これが町長と一緒に一つになってないと進む

ものも進まないんじゃないかないうふうに考えます。それが組織力であったりというふうに繋がっ

ていくんじゃないかなというふうにも理解しておりますが、良好な関係性というのは町長つくれて
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いるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  先ほども言いましたように、私が所信表明の中で挙げました大きな項目が３

つ、そしてまた小さな項目が２３あります。それをどうやって達成していこうかということで、先

ほども触れましたように、私１人が言ってできるものでもありませんし、当然ながら職員とともに

打合せをし協議をし、そしてまた業務の進め方等で意見を交わしながら進めていくということにな

ります。やはり職員の中でもいろいろな考え方を持っている職員もいると思いますので、考え方が

違うときもあるということとは思います。しかしながら、お互いに町民のために、またより良い行

政サービスを実現するために業務に携わっているわけですので、当然ながらそういうことが理解し

た上での話として、私自身は決して悪い関係ではないというふうに感じております。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  職員の方々は、地方公務員法にのっとって日々の業務を遂行されて

いる。こういうふうに感じますし、良好な関係といったことに関しましては、なかなかその空気

感、庁舎内における空気感というのをなかなかちょっとこう肌で感じ取れないところもあります。

町長。先ほどおっしゃいましたように、意見の違う方、いろんな意見を交換しながら、事業に取り

組んでおられることだと思います。ぜひね、しっかりと意見交換をしていただいて、２期目の折り

返しを迎えてね。度量の広い町長として、さらに町長としてさらに一歩成長していただいて、職員

との良好な関係をしっかりと構築して、我々の肌で感じるような、そういった活力のある環境、職

場づくりといったものにぜひつくり上げていただいて、町長が掲げられた２期目の就任時のご挨拶

や所信表明。こういったものを町長ご自身もしっかりと読み直していただいて、多くの事業が達成

され、目的を達成されておられる。先ほど述べられたようなまちの実現、それに向かって突き進

み、それにつながるようなそういった今後の業務の進め方といったことを期待をして、次の質問に

移りたいというふうに思います。 

次は、通告書にありますとおり旅費の支出と成果について、先ほども町長不在の折にっというこ

とで少し触れすぎたのかなというところもございますが、それについてお伺いをしたいと思いま

す。新庁舎が完成をみて安堵されていることと思います。多忙な中、何度となく国に対する要望活

動、これの成果のうちの一つになるんじゃないかなというふうにも思います。そこで、国に対する

陳情や要望活動、これに要した旅費や成果、これらについて質問をしていきたいと思います。筑豊

地区の各市長の行動予定いったものにつきましては、日々新聞等で掲載をされておりますが、残念

ながら各町長の行動予定というのは掲載されておりません。そこで、今年度町長が国に対する陳情

要望、これらを含めて上京した回数といったものは、どのくらいの回数があるのでしょうか。その

辺について教えていただきたい。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  今年、４月から１１月末まで４回上京をしております。 

○的野信之議長  田中議員。 
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○２番（田中二三輝議員）  それは陳情・要望活動ということで受け止めてよろしいんでしょう

か。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  ２番の質問にも合致するかなというふうには思いますが、５月１４日から１５

日については統合小学校建設に伴う陳情、これは文科省のほうに行っております。と同時に、道路

整備促進期成同盟会全国協議会第４５回の通常総会並びに命と暮らしを守る道づくり全国大会に出

席をしております。１１月１２日から１３日にかけて治水事業促進全国大会及びその要望活動並び

に遠賀川改修期成同盟会東京単独要望及び意見交換会に出席しております。１１月１８日から２０

日までは全国過疎地域連盟第５８回総会及び全国町村長大会並びに麻生太郎代議士との福岡８区、

町長との懇談。そして１１月２６日には安全安心のまちづくりを求める全国大会及び要望活動。こ

れは日帰りですけども、上京した人もおります。この上京した際に常に麻生先生の事務所に寄って

要望、そしてまたご相談をさせていただいているところです。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  次の質問に移ります。当然この筑豊地区から行くわけですから、経

費そういったものも確認をしておかなきゃいけないのかなというふうに思います。まずその出張経

費というか、これは大体総額どれぐらいを今時点で出しているのかと。陳情や要望活動に関しての

経費支出。これを教えてください。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  ４回の状況によりまして、合計２５万８，０５０円を支出しております。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  鞍手から上京するわけですから、それなりの旅費もかかるだろう

し、成果ということにと繋げていかなきゃいけないというふうに思いますけど、なかなか目に見え

る。先ほどお伺いしたところによりますと、統合小学校の関係は目に見える形ですぐに表れるのか

なというふうにも思いますが、その他のものっていうのはなかなかすぐには成果として上がってく

るものじゃないっていうふうにも思っておりますが、だけどやらなきゃいけないっていうことなど

を考えたときに、その成果というのは、これ統合小学校のほうはある程度成果が上がったというふ

うな形で受け止めていいのか。それとも、その他にももう既に上がっている。先ほど述べられた件

について成果が上がっていることがあれば、ご紹介を頂きたいと思いますが。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  統合小学校についても、まだ成果が上がっているというよりも、まだまだこれ

から建設に関わる費用がかかります。その捻出をどうするかということで、これからも何度も上京

する必要があるかなというふうに思っています。そしてまたこの４回の中ではありませんけども、

役場庁舎につきましても本来ならば過疎地域ではあっても過疎債が使えないと。庁舎については使

えないところお知恵を借りながら、過疎債を利用させてもらったりだとか、いろいろな交付金を合

わせてなるべく鞍手町の一般財源を少なくするような形でご相談をさせてもらったりもしておりま
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す。今回要望についても、これを行ったからこうだというようなことというよりも、まず例えば主

に、先ほども言いましたように道路だとか河川の関係の全国大会だとか、または単独要望だとかい

うようなことで上京するわけですけども、基本的には全国大会と要望活動等を一体として上京して

おります。例えば道路や河川治水に関する全国大会には必ず県の関係する課長さんたちが随行でお

見えになります。県から参加する各市町村長のサポートをされているんですね。そしてちなみに道

路関係では県土整備部長。またはＮｏ２の技官の方が、サポートとしてお見えになることがありま

す。そして各全国大会において各県の市町村長の参加率が、それぞれの県の、国からの予算獲得に

影響があるというふうに言われております。特に道路４団体の先ほど言いました安全安心の道づく

りを求める全国大会では、国土交通省の職員がビデオカメラで参加している市町村長の顔を全部ビ

デオで撮っております。そしてなおかつ参加者名簿、国土交通省の各課長さん達にお配りして、要

望活動に来た際には参考にしてくださいというように司会者が言われているわけですね。そういう

こともあって全国大会に参加することが、１つは県の予算獲得の一助になっているのではないかと

いうふうに思いますし、同時に大会終了後に衆参の国会議員のところに対して県の課長さん達と一

緒に要望活動に行きます。そういうこともあって県の課長さん達とも親近感というか、よく話をで

きる関係もつくることができます。そういった意味で、県庁のほうに上京する際に今度は町の要望

を県に持っていくときにも話もしやすくなりますし、スムーズな要望活動もできているというふう

に思っています。と同時に、先ほども言いましたように、上京する際に必ずと言っていいほど福岡

８区選出の代議士の事務所のほうに伺って先ほども言いましたように、町個別の要望そしてまた相

談等をさせていただいております。その際にいろいろアドバイス・助言を頂いたり、実際にそれを

中央官庁のほうに言っていただいたりというようなこともありますので、具体的にこれでどうだ

と。これをしたからこういうような成果になっているというようなことというのはなかなか先ほど

も言いましたように目に見えにくいところでありますけども、先ほど言いましたように、鞍手町の

中での県事業を考えてみますと、一時期止まっているときもありましたけども、今県のほうで鞍手

町の要望に沿って順調に事業もしていただいていると思いますので、県との良好な関係もこういっ

た上京の際の全国大会への出席や一緒に要望活動行くことによって、関係が構築されているのかな

というふうに思っています。 

○的野信之議長  田中議員。 

○２番（田中二三輝議員）  いろんな人との繋がり、そして町と県の繋がり、国との繋がり、こ

ういうものっていうのは、是非ねしっかりと構築していかなきゃいけないものだということは、こ

れは誰しもが分かっていることだと思うし、多少町政に絡みを持っている人間といったものは、そ

ういったものの構築というのを常日頃から考えながら行動している、活動しているものだというふ

うに理解をしております。そういったものっていうのは先ほど町長がおっしゃったように、なかな

か今日行ったから明日できたっていうことには繋がらないものが多々あるというふうには思いま

す。ただね我々もいつ町長がどこに行って何やっているんだって聞かれたときに、何にも情報がな

い。そういったことでなかなか町民の方も町長の苦労というか活動という、そういったものを受け
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止めにくくなっている環境であるんじゃないかなということは考えられます。国への陳情や要望活

動については想像以上の緊張感、これをもって相手と接しておられることだと思います。その費用

もかなり大きなものがあるんじゃないかなというふうにも思います。全部そろって年度途中ですの

で、町長の上京の回数が多いのか少ないのかっていうのが判断はいたしません。過去の数字の比較

をしておりませんのでそういったことはいたしませんし、経費につきましても、必要な経費を支出

されているんだろうというふうに考えております。それよりも実績や成果、これが大事なことに繋

がるんじゃないかなというふうにも考えております。ぜひね、そういった情報といったものを共有

できるような体制もしくは形、そういったものを今後ぜひ前向きにご検討頂いて、そういった情報

提供等をしていただければ、我々もさらに町のために活動ができてくるんじゃないかなというふう

に感じておりますので、ぜひねその辺は積極的に取り組んで頂きたいというふうに思いますし、先

ほど質問をさせていただきました、町長が不在にしているとき事務が滞っているのではないかとい

う懸念を持っておりましたけれども、担当課長のご答弁によって、その辺は滞りなく進んでいるん

だというふうに受け止めておりますが、住民サービスの向上のために事務の円滑な遂行と職員の負

担軽減のためにも公務について費用対効果。これはしっかりと見ていただきたいと思いますし、そ

の回数並びに内容これについても慎重にご判断を頂いて出席等をして頂きたい。精査をして頂きた

いというふうにも感じております。さらにトップセールスとして、町長が行うべきものが上京に伴

う陳情・要望だけではなく、県外出張といった形のものも数多くあるというふうに思っておりま

す。その目的や行程、これについては明朗快活な町長のことですので、何ら問題はないというふう

に思っております。今回は、国への陳情及び要望活動に関する町長の上京。いわゆる東京出張に関

してお伺いをいたしました。本日はこれをもって町長にそれらのことをお伝えして、私の一般質問

を終わります。ありがとうございました。 

○的野信之議長  以上で田中二三輝議員の質問を終了します。 

次に、８番議員 石井大輔議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：石井大輔議員 

答弁者：町長、 

 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  ８番 石井大輔です。通告に従いまして一般質問いたします。まず、

防火水槽についてです。火災発生時に消防団が使用する水利の中に防火水槽があります。現在、町

内には何箇所防火水槽があり、管理・所有は誰が行っているのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長より答弁させます。 

一般質問 ②   石井大輔議員 
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○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。町内の防火水槽につきましては、令和６年１

１月末現在で１５７箇所ございます。管理につきましては基本的に地域の消防団にお願いしており

ますが、漏水など修繕対応が必要な場合につきましては、町の費用負担において対応しておりま

す。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  その防火水槽ですが、安全対策は十分にできているのかお尋ねいたし

ます。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長より答弁させます。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。町内の防火水槽は地下に埋められて蓋のつい

た有蓋式防火水槽が大半ですが、蓋がついていない無蓋式防火水槽も６箇所ございます。無蓋式防

火水槽はフェンスで囲み、容易に信用できない構造となっております。防火水槽での事故は起きに

くいと考えておりますが、藻の発生や土砂の堆積などの管理上の問題はあると考えております。以

上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  今、説明頂きましたように防火水槽の種類ですが、コンクリートでし

っかりできていてマンホールの蓋のようなものを開けて使用するタイプと、あとプールのような、

何も上に蓋のないタイプとあります。これ設置するときにどのような基準で設置をされたんでしょ

うか。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  基準につきましては消防法の規定に基づいて設置をしておりまし

たが、古い防火水槽につきましては現状を確認した上で負担が無いというふうな形になっておりま

す。現時点では、蓋のある部分で設置をしておるというふうな状況です。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  先ほど課長のほうからも答弁がありましたが、蓋のない防火水槽とい

うのは、やはりコケが生えて、あと落ち葉が入るため、定期的に頻繁にメンテナンスが必要になる

上に、後設置しているフェンスですが、約１メートル程度の低いフェンスの設置になっておりま

す。決して安全とは言えない状態で蓋を設置するなどの安全対策が必要と考えますが、その点をお

尋ねいたします。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。今後、蓋を設置するなどの検討が必要になる

とは考えております。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 
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○８番（石井大輔議員）  私が確認した中では、先ほど答弁の中では６箇所とありましたが、７

箇所程度蓋のない場所があると思いますので、決してこの１５７箇所のうちの何十箇所もあるわけ

ではないので、ぜひ前向きに蓋の設置を検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは続いて次の質問に入ります。水害についてです。１１月１日の夜から２日の明け方に降

った短時間大雨による被害状況をお尋ねします。もし分かれば、農業関係の被害状況もお尋ねいた

します。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件についても担当課長より答弁させます。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。町内における被害といたしましては、中本町

地区において２件の床下浸水が発生しました。また、中山北区、猪倉区、中本町区内の町道の一部

が冠水し３箇所の通行止めを行っております。以上です。 

○的野信之議長  産業振興課長。 

○柴田隆臣産業振興課長  次に農作物の被害状況でございますが、１１月２日に町内の巡回を行

いまして、多くの地域におきまして農地の冠水を確認しております。雨の降った時期が稲刈りの周

期に当たり水稲への大きな被害は身請けられませんでしたが、野菜におきまして収穫時期を迎えて

おりましたブロッコリー、そして苗の植付けが終わったイチゴで冠水の被害を確認しております。

被害額につきましては、それら農作物が全量被害が出た場合の見込みの額といたしまして、県の野

菜被害額算出基礎資料の飯塚農林管内におけます収量及び価格の平均値と、生産者から提出されま

した営農計画書の作付面積から算出をいたしまして、ブロッコリーで１，２３７万５，０００円、

イチゴで４，２７２万７，０００円を被害見込額として県へ報告しております。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  私も課長と同じように早朝より巡回したところ広範囲にわたり冠水し

ていました。これの大きな原因といいますか何か原因っていうのは特定されているんでしょうか。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  今回の１１月１日からの、まず雨量が２４時間で１３２ｍｍ、１

１月２日の雨量のほうが１００ｍｍを超えておるような状況でした。総量２３２ｍｍということ

で、かなり大きな断続的に雨が降ったというところで、この分が被害を起こしたというふうには考

えております。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  ちょっと難しい質問だったのかなと思います。今回、実際、床下浸水

が２件、そしてあとブロッコリーの被害、そしてイチゴの被害とかなり高額な金額を今聞くことに

なったのですが、今回例えば床下の消毒だったり、あとはそういうふうな農産物であったりに対し

て、補助等町のほうは何か考えているのか。政府がもう先に実行したものがあるのか。お尋ねいた
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します。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。床下浸水の消毒の関係につきましては、健康

こども課のほうで対応をいたしました。以上です。 

○的野信之議長  産業振興課長。 

○柴田隆臣産業振興課長  お答えをいたします。先ほどの被害額につきましては、これはあくま

でも机上の計算ということでご理解のほうをしていただきたいと思います。今後、被害に遭って作

物がどのように成長して販売につなげていけるのか、その量は今のところ分かっておりません。で

先程申し上げた額は机上での額ということでご理解のほうよろしくお願いをいたします。そしてま

ずその被害の補償につきましては、補償制度というのがございます。これは農災の農業共済という

ものがございますが、これはあくまでも、米、麦、大豆、畜産等に限っての補償でございまして、

今回の野菜、イチゴにつきまして補償はございません。そして本町におきましてもイチゴ、野菜に

対する補償制度はございませんので、この件につきましては、被害等につきましては農業者におい

て加入されております保険で対応していただく形になろうかと思います。以上でございます。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  今の課長の答弁で生産者の方は本当大変にご苦労されていることだろ

うなと思います。これもやはり全てもう本当にこの鞍手町で今問題になっている水害、治水対策っ

ていうところに結びついてくるんだと思うんですが、何ていうんですかね六田川の六田橋の周辺

で、今バイパスができた分、ちょっと田んぼの面積が減って遊水機能していた田んぼが減って。低

地域の住宅の冠水が心配されるところですが、毎年のように様々な場所で冠水しています。対策の

進捗状況等教えていただけたらなと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  先ほども田中議員の答弁の中でもお答えしましたように、六田川が流域を中心

とした浸水被害は何年かに一遍起こっております。私自身も平成１５年からこの六田川については

ずっと関わっておりますが、なかなか答えが出ないということで県にも相談をし、そして先ほども

言いましたように遠賀川河川事務所も相談、水利解析を行っていただきながら検討をずっと続けて

いるところです。最近になって国土交通省も考え方を少し変えておりまして、以前では大きな河川

に早く水を流していこうということが国土交通省の基本的な考え方でしたが、それで大きな河川自

体が決壊をするということで、非常に大きな被害が出たりしております。これは全国的の中でそう

いったことから、今回、一定の水を流域で溜めようということで流域治水っていう考え方が、今国

土交通省の中ではあります。これは要するに調整池または調節池、また田んぼダムのようなもので

水を一時的に溜めて、そして徐々に排水していくという考え方ですが、この考え方にもよりまし

て、何とか六田川流域についても治水対策ができないものかなということで、先ほど言いましたよ

うに国土交通省の遠賀川河川事務所のほうと今協議をしているところです。いずれにしましても、

鞍手町自体が底地でもありますし、そしてまた勾配のない町でもありますので、なかなか対策も厳
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しい中での対応になるというふうに考えております。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  今町長のお話の中でありましたように、やはりもう町の中で一定の時

間水を溜めておくっていうのが本当に必要になってくるんじゃないかなと思うんですが、この田ん

ぼが遊水機能として遊水地域として機能する上で、農家の方々っていうのは水を溜めることに対し

てのご理解っていうのはどの位あるものでしょうか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  直接農家の方とそういったことについてお話をしたことはありません。ただ稲

作ですと湛水時間がどれぐらいまでなら、先ほど補償の話がありましたけども、補償の対応になら

ないとかいうようなことはあるようです。と同時に野菜、先ほど言いましたように野菜とかはなか

なかそういう難しいというようなことで、直接農家の方と湛水についてお話したことは私自身はあ

りません。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  本当に田んぼの多い地域で、水を溜めるのにやはり農家の方々の理解

があれば田んぼを遊水地として、遊水機能を使うことができるんですが、やはり麦を刈った後と

か、そういうときに大雨が入ってくると１箇所に偏って、そのあとの清掃が大変だとか、かなり大

変なこともたくさんあると思います。そこで私としては、鞍手町では冠水するところが１箇所では

なく、町中数箇所ございます。調整池を効果的と考えるんですが、調整池の設置っていうのは難し

いのでしょうか。お尋ねいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  調整池については、平成２８年に六田川治水対策計画案について、３箇所の調

節地、河道拡幅を計画しておりました。しかし用地の取得が事業用地の取得が難航していること、

そしてまた事前のボーリング調査において地下水位が六田川と連動しているとの結果から、調整池

の貯留機能の阻害が懸念され、本計画の推進が困難な状況となっております。このことから、現在

先ほども言いましたように、国土交通省の遠賀川河川事務所において、用地地下水の諸問題やイン

ター周辺の開発状況などを踏まえた上で、六田川治水対策の実現に向けた調査解析、新たな対策案

を検討していただいている状況です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  県、国ともう恐らく何十年にわたりずっと相談して良い方法がないか

という解決に向けての相談がなされていることだと思います。調整池といっても様々なタイプがあ

りまして、今おっしゃるようにボーリング調査をして、そこに適正かどうかっていうのを調べる方

法の穴を掘ってつくるタイプと、そのほかにあるのが宅地と同じ高さに大きなプールみたいなもの

をつくって、そこに一時的に水をくみ上げて後日放水するというような仕組みのものもあるみたい

です。そういうものは災害時以外、スケートボードパークやバスケットの練習場として使用するこ

とが可能になり、鞍手町に不足している遊び場の拡充にもつながると思います。岡崎町長も議員時
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代より治水対策について何度も勉強され、質問も数多くしてこられている模様です。この問題を解

決できるのは岡崎町長ではないかと考えますが、岡崎町長のこの治水対策に何としても解決するん

だという強い決意がございましたら教えていただきたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  先ほど、田中議員の質問にもありました。そしてお答えもさせていただきまし

たが、この２期目の中でも重要な課題だというふうに考えております。私に対して過分な評価を頂

いておりますけども、本当に、なかなか厳しい状況の中で、これをどうしていくかということはも

う常に私にとっては２０年以上の課題でもありますので、何とかしたいというふうに思っておりま

す。同時に私自身、平成１１年に議員をさせていただいた１番最初の議会開会時に大雨になりまし

て、私が整骨院をしておりましたが、そこが床上浸水まであと３ｃｍというようなところまで水が

上がってきました。そういった生まれて初めて水の怖さを知ったことでもあります。そういったこ

とから何とかこの治水対策は進めていきたいというふうに私自身思っておりますので、石井議員に

おかれてもいろいろとご協力その他頂ければというふうに思います。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  本当にぜひやっていただきたいと思います。応援しております。また

本当にこの鞍手町では、第５次鞍手町総合計画後期基本計画や鞍手町立地都市計画など様々なとこ

ろで治水対策を取り組まれています。ぜひとも岡崎町長の任期中にぜひ達成していただきたいと思

います。 

それでは、次の質問に移らせていただきます。町立体育館についてです。使えなくなって随分と

長い時間がたつと思いますが、ステージの照明・音響っていうのはなぜ修理しないのか、お尋ねい

たします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  この件につきましては、教育課長が答弁いたします。 

○的野信之議長  教育課長。 

○森永健一教育課長  お答えいたします。体育館ステージの照明・音響等については、今、石井

議員の言われるとおり故障して使用ができない状況となっております。現在では、体育館のステー

ジを使って行う町の行事っていうのが元気まつりのみであり、そのときに使用する照明・音響等も

委託した業者が設置して使用しております。現在、体育館でのイベントも少なく照明や音響の利用

状況を見ると、体育館の利用に支障はないと考えておりますので、現時点での修理を行うことは考

えておりません。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  課長の答弁のとおり今までであれば、それで良かったのかもしれませ

ん。しかし、今後、小学校の統合により剣南小学校の生徒が来年の２学期より仮校舎としての授業

がスタートいたします。通常の授業のほか感謝集会や入学式、卒業式と様々な場面で体育館を使用

することが見込まれています。また、アリーナの壁ですが劣化でささくれて、あと釘が飛び出たり



16 

 

して、服が引っかかったり手を切ったりとかそういうふうな事例が私のすぐ周りでもものすごく起

きております。その辺何か対策をされるのか。先ほど課長の答弁では修理はしないというふうにお

っしゃっていたんですが、そういうのも踏まえ答弁のほうお願いいたします。 

○的野信之議長  教育課長。 

○森永健一教育課長  お答えいたします。最初の照明・音響、仮設校舎が建って南小学校の児童

が使うということでありますが、体育館施設としてそちらのほうは使って式典等は公民館の中の第

１研修室等で行えるというふうには考えております。あと体育館アリーナの壁についてですが、破

損していることっていうのはこちらのほうでも確認しております。その中で、一応ちょっと業者さ

んのほうをこちらのほう来ていただいて話した中で、床から１８０ｃｍまで破損している部分を修

理したときの費用で約２００万円。壁全体を修理した場合で３００万円の費用が必要と試算されて

おります。その金額がかかるため、現在は破損した部分については、職員が板を張って応急的に対

応しております。今後についてですが、現状を注視いたしながら部分的か、また全体に修繕を行う

か、町執行部等を協議を行って修繕を行う場合には予算確保に努めていきたいと考えております。

以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  課長のほうがもう既に見積りを出していただいているということで、

壁のほうは安心ですが、やはり隣に中央公民館があるからと言って中央公民館の会議室を使うって

いう案だけではなく、やはりその体育館をあらゆる教育の場面で使えるように、通常の小学校のす

ぐ横にある体育館と同じように使えるようにしてあげる必要があるのではないかなと考えます。剣

南小学校の子ども達そして保護者の皆様には本当にもういろいろな部分で我慢していただく部分も

これからもありますので、その辺はぜひとも立派なものをつける必要はないかもしれませんが、マ

イクとせめてボタン押したら電気が点く位の設備は整えていただきたいなと思います。やはり先ほ

どありましたようにお金のことになりますが、町長のお考えもお尋ねしてよろしいでしょうか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  先ほど教育課長からも答弁がありました。当初の統合小学校については現教室

を利用して、あそこ運動場に新たな校舎を建てるというような計画でありました。しかしながら、

当然その２年半なりの３年近くの工事期間中に、騒音そしてまた動線の工事車両と子ども達の登校

との動線が交わる等の危険がある。そしてまた新たな小学校の設計自体にも、より幅広い観点から

設計ができるようにということで仮校舎を体育館の横につくるということで、私自身決断をしたわ

けです。しかしながら、そのことによって約３億円の予算がかかるようになりました。これは想定

外の予算でもありますし、町の財政からすれば非常に厳しい中での決断でもありました。それは先

ほど石井議員が言われましたように、剣南小学校に通っている生徒さんたちのやっぱり教育環境を

考えると、仮設校舎をつくったほうがより教育環境としてはよくなるんじゃないかというようなこ

とからの決断でもあります。そういったことから、これからの令和７年、８年、９年にかけては、

非常に厳しい予算編成になります。そういったことも考え合わせて、現この町営体育館の改修につ
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いては検討していく必要があるかなというふうに思います。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  お金の部分は私も十分に理解しているつもりですが、やはり、それ以

上のものがここにはあると思います。ぜひともお金の部分でお話があったときにはもう前向きに積

極的に出していただけるようお願いいたしたいと思います。そしてまた、剣小学校の生徒、保護

者、そして教職員の皆さんに快適に使用していただけるよう対策をお願いいたします。 

それでは、次の質問に移らせていただきます。新庁舎が完成して引っ越しが終わった後、現庁舎

とくらじの郷の備品についてです。新庁舎移動後、使用しなくなった備品はどうするのかお尋ねい

たします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては、教育課長が答弁いたします。 

○的野信之議長  管財課長。 

○石田正樹管財課長  お答えいたします。まず備品を大きく分類いたしますと、机、椅子などの

什器類、各課の業務で必要な機械器具類に分かれます。機械器具類につきましては、その大半を引

き続き新庁舎で使用していくことになりますけども、什器類つきましては、今回、新調をいたして

おりますので、現庁舎の什器類はほぼ残していくことになります。また、総合福祉センターの什器

類については比較的新しいことから、活用できるものは中央公民館などの公共施設のほうで使用す

る予定としております。その上で残る備品につきましては、個別の行政区からもご相談というか要

望もあっておりますので、まずは区長会等の公共的団体に対してその活用をご案内したいと考えて

おります。また備品以外にも電子化によりまして不要となった消耗品類などもかなりの量を役場の

中にありますので、まだ具体的に決定しているわけではありませんけども、町民の方を対象とした

バザーや競り売りなどの方法で処分を進めていくことを今後検討してまいります。以上です。 

○的野信之議長  石井議員。 

○８番（石井大輔議員）  やはりかなりたくさんの品物が不要になっていくんだなと思います。

私も調べたところ全国的に行政、学校関係とかそういうところで使用しなくなったものをどういう

ふうに処分・処理しているのかを調べました。全国的に業者販売等するっていうケースっていうの

は本当に少なくて、大体今課長がおっしゃられたように現地販売、あとは現地のオークションと

か、現地で入札会をしたり中にはインターネットのメルカリをフル活用して販売したりとか、そう

いうふうなケースもありました。本当にどんな小さなものも絶対に売れないっていうことはないと

思いますので、そういうのもぜひ参考にしていただき、不要な備品を１点でも多く購入していただ

けるような努力をお願いしたいと思います。簡単でありますが、私の一般質問、以上で終わりま

す。 

○的野信之議長  以上で石井大助議員の質問を終了します。ここでしばらく休憩いたします。 
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―― 休憩 ２時１６分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 再開 ２時２６分 ―― 

 

 

会議を再開します。引き続き一般質問を行います。 

次に、５番議員 野口美恵子議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：野口美恵子議員 

答弁者：教育長 

 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  ５番 野口美恵子です。では通告に従いまして一般質問を行いま

す。鞍手町における現在の不登校の児童生徒数についてお尋ねいたします。つい最近の報道による

と小中学生の不登校児童生徒数は２０２３年度は３４万人を超え過去最多となったことが文部科学

省の問題行動動向調査で分かりました。そして、低年齢化が進んでいる深刻な実態が浮かんでいる

そうです。２０２２年３月議会にこの件について一般質問いたしましたが、そのときの答弁は小中

学校の登校児童生徒数は２０数名とのことでした。以前の一般質問より２年半以上経過しておりま

すけれども、今現在の鞍手町の状況はどうなっているかお尋ねいたします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  令和６年度１０月現在でございますけども、小中学校合わせまして不登校が

３２名います。そして町の支援センターのほうに小・中学生合わせて７名ほどおります。以上で

す。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  一人一人不登校の子の原因があると思いますけれども、一人一人の

原因を調査してあって、その状況を把握してあるんでしょうか。お尋ねします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  毎月学校でアンケート等を活用いたしまして、月例報告というのを実施して

おります。それで１番多いのは、小学生・中学生とも無気力不安定が約５０％を占めております。

次に多いのが、小学生が生活のリズムの乱れ１２．６％、中学生は生活のリズムの乱れ１０．

９％、３位になるのが、小学生の場合は親子の関わり、これが１２．１％、中学校は友人関係が１

０．６％等々、多岐にわたって要因がありますので、主な３位までは、そういったものが上がって

おります。以上です。 

一般質問 ③   野口美恵子議員 
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○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  やはり私が想像していたとおり、２年前よりか相当不登校児童生徒

の数が多いというのが分かりました。一人一人原因を探る必要があると思いますけれども、様々な

要因が複雑に絡み合っているというのが分かりました。短時間では難しくて長い時間が必要なこと

が多くて健全な親子関係の構築、あるいは子どもさん達の心のケアにも焦点を当てたアプローチが

必要だと考えられます。 

では次に、不登校児童生徒の未然防止と早期発見対応の組織的な取組の推進についてですけれど

も、教育指導員を２名雇用して中央公民館に適用教室を開室したそうですけれども、それは週５日

開いているんでしょうか。お尋ねします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  中央公民館にあります支援教室につきましては、毎日月曜から金曜日まで毎

日午前中しております。要望によっては午後面談をしたり、教育相談を行ったりと保護者ですね。

そういったことも行われております。以上です。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  中央公民館のほうに出かけられる子はいいんですけれども、それも

出かけなくて、家のほうにずっといるという子どもさん、生徒と児童がいらっしゃると思うんです

けど、そういう場合は家庭訪問にお伺いとかしているんでしょうか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  家から出られない子どもにつきましては、学校のほうで単にまたは支援加配

補導等々ありますので、そういった先生方が家庭訪問を実施するようにしております。以上です。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  最近、小学校のフリースクールとか通信制の中学校とかありますけ

れども、そういうフリースクールや通信制の中学校に通学している生徒の把握もできているんでし

ょうか、お尋ねします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  フリースクールについてはございません。そして中学校のほうには校内支援

センターというのを設けておりまして、中央公民館の支援センターに行かなくても中学校の中で支

援できるようにしております。その中にはできる授業、いける授業のときは行く。そして、なかな

か行きづらいときには支援センターの中で自学自習をしたり、または先生方が空いている時間に子

どもの様子を見に来たりというふうなことをしております。またあそこには支援員さんを１名常駐

させておりましていろんな話をしたりというふうなことをしたりして、なるべく教室のほうに足が

向くような方向で取り組んでおります。以上です。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  教育委員会点数評価についてというところの報告に教育指導員を２

名雇用して中央公民館に適応指導室を開室したそうで、中学生２名が高校受験し合格して小学生３
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名の不登校が解消し小学校に通学できるようになったという報告がありましたけれども、それは、

今現在、人数とかは結果っていうこと、現在の人数が分かりますか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  町支援センターには現在中学生が３名、小学生が４名おります。外数といた

しましては小学生１名が復帰しております。以上です。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  先ほど教育長の答弁で通信制の中学校に通っている生徒はいないっ

ていうふうにお聞きしましたけれども、私の知る限り最低１名がそういうところに通っている生徒

を知っているんですけれども、ほかにそういう生徒がいるっていうこと把握、最低私１人知ってい

るので、そんなことご存じないっていうことですかね。お尋ねします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  通信制の中学校に行っているということは承知しておりません。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  そうしたら私が個人的に知っている家庭の人が中学校のほうに報告

してないっていうことですか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  中学校のほうから通信制の中学校に通っているということは聞いておりませ

ん。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  私は最低１人知っていますので、ほかにも何人かいらっしゃるかと

思っていたんですけど、今の答弁でそういうことが分かりましたけども、そういう通信制の中学校

にいるっていうことも、中学校そして知っておいたほうがいい事実だと思うんですけれども、家庭

の事情もいろいろありますから公にしたくないっていうこともあるんですけれども、そういう方が

いらっしゃるということは事実なので、今後知っておかれたほうがいいかと思います。 

今年の鞍手中学校の卒業式に出席したんですけれども、そのときに校長先生より５名の生徒には

別の日に卒業証書を渡すっていうふうにお聞きしたんですけども、その５名っていうのも不登校の

子と考えてよろしいんでしょうか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  不登校でなかなか学校に来られない子ということで承知しております。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  分かりました。 

そしたら、次の３番に移ります。保健室登校の児童生徒数というのは、現在、小学・中学校でい

るのかどうか、お尋ねします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  保健室登校につきましては、小中学校ともに０名でございます。以上です。 
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○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  学校には行きにくいんだけれども保健室に登校しているっていうの

は報道とかニュースとかで聞いたことがあるんですけども、鞍手町では無いということが分かりま

した。今後、登校児童生徒の取組について、何が１番大事か教育長のご意見をお願いします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  不登校対策で１番大事なのは不登校になってからでは遅いので、グレーゾー

ンのときにどれだけ力を入れて不登校を解消していくかということで、また原因を追求することで

はなくて、どうしたら学校に来られるようになるかといったことを親や子ども達と相談していきな

がら学校に来られる環境をつくっていくのが１番大事じゃないかというふうに思っております。以

上です。 

○的野信之議長  野口議員。 

○５番（野口美恵子議員）  いろいろな分野の複数のメンバーで、今後とも不登校生徒児童のフ

ォローを続けていってくださるようにお願いいたします。そして、来年度の卒業式にはなるべくそ

の不登校児童が１人でも減るように期待したいと思います。これで私の答弁を終わります。 

○的野信之議長  以上で、野口美恵子議員の質問を終了します。 

次に１２番議員 西藤典子議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：西藤典子議員 

答弁者：町長、教育長 

 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  １２番。通告に従いまして質問いたします。まず町長に質問いたし

ます。令和３年３月議会で鞍手町の男女共同参画基本計画によりますところの役場の係長級以上の

女性の割合目標について質問いたしました。１２月議会では、令和６年度までに係長級以上の女性

職員の割合を平成２７年度実績約１７％から８％引上げ２５％にするという目標を掲げていますと

いう答弁を頂きました。令和６年度も終わりに近づいております。現在の目標の達成状況とその内

訳についてお尋ねいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  町長っていうことでご指名でありますので、私から答弁をさせていただきま

す。鞍手町特定事業主行動計画及び第４次鞍手町男女共同参画基本計画において、令和６年度まで

に係長級以上の女性職員の割合を先ほど言われましたように、平成２７年度の実績１８％から２

５％以上にするとの目標を掲げております。令和６年１２月１日現在の係長級以上の女性職員の割

合は３７％となっております。内訳は課長級が１４人中２名で１４．３％、課長補佐級が１人中１

一般質問 ④   西藤典子議員 



22 

 

人で１００％、係長級が３９人中１７人で４３．６％です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  目標は達成されたと２５％以上。もっと高く３７％まで実現された

ということで非常にうれしく思っております。ただ男性は６３％に対して、女性の係長級以上の職

員は３７％ということでございますので、まだ平等とは言えないわけでございます。第３次基本計

画の期間が２０１９年度から２０２４年度までの５年間となっておりまして、今のような結果を頂

いておりますが、これをさらにどのような目標をお持ちでしょうか。お尋ねしたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき策定した現行の鞍手

町特定事業主行動計画は、令和６年度までの経営計画期間となっているため、今後新たに女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組内容やその目標値を設定しなければなりません。現在の鞍

手町の係長級以上の登用率は全国的に見ても決して低い数字ではなく、むしろ高いほうだと考えて

おります。この計画の改定を行う際にも現状数値を維持できるよう、また少しでも多くの係長級以

上の女性職員を登用できるよう努めていきたいと考えております。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  そういうことで町長のお考えが分かりましたけれども、やっぱり全

国的にも女性の地位向上、ジェンダー平等、これを今後全国的にも実現していかなきゃいけないと

思うんですけれども、そういうためにやっぱりいろいろな条件づくりが必要ではないかと思いま

す。今後さらに女性職員の割合を増やしまして本当のジェンダー平等を実現するまでには、どんな

課題の解決が必要と町長はお考えでございましょうか。町長のご見解をお伺いいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  課題といたしましては、出産・子育てと仕事の両立が可能な職場の環境づくり

が必要というふうに考えております。最終的なジェンダー平等というのは、当然ながら男性女性の

区別なく適材適所で登用してくるということではないかなというふうに思います。鞍手町の一般的

な職員の割合からいきますと女性の職員が６２名おりまして、４２．３％が女性の職員ということ

ですから、５０－５０になれば平等というわけじゃなくて、職員の比率によってこの比率になるべ

く近づくようなことが男女平等ということになるかなというふうに考えております。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  そういうことで是非町長が率先して実現のために、今後も努力をし

ていただきたいと思うのでございますが、やっぱり今まで以上にジェンダー平等を実現する。これ

職場環境。ライフワークバランスということがよく言われますけれども、男女が仕事と家庭の両立

ができるような職場、そしてこの地域鞍手町ということですね。こういったことの実現がないと、

これ以上、女性が進出するということは非常に難しいのではないかと思っております。まずは鞍手

町役場の中でも働きやすい状況、やっぱり男性が遅くまで働かなきゃいけない。残業は多い。そう

いったような状況にありますと女性もなかなかワークライフバランス、そういったことの実現には
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繋がりにくいということにもなります。そしてさらには鞍手町全体で、そういった研修を進めてい

ただく。最近の教育を進めていただく。そういう意味から将来ともに本当にジェンダー平等が実現

できるようお力添えをご努力をお願いしたいと思うところでございます。 

次の質問に移らせてもらってよろしゅうございましょうか。次の質問に移らせていただきます。

次の質問は、何度も私質問していることでございますが、自衛隊からの自衛官の募集対象者に対し

て町内の住民の個人情報提供するようにという要請が行われているということ、周知のとおりでご

ざいます。来年度の対応についてお尋ねしたいと思っております。今年の３月議会におきまして、

私は名簿が提出せず除外修正を受けた上での住民基本台帳の閲覧という方式への変更を要望いたし

ましたが、来年度どう対応されるおつもりでございましょうか、町長の見解をお尋ねいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長より答弁させます。 

○的野信之議長  住民環境課長。 

○大村俊夫住民環境課長  お答えいたします。鞍手町では鞍手町自衛官等募集対象者情報の外部

提供に関する事務処理要綱を定めております。要綱では第３条第１項で町長は福岡地方協力本部長

から募集対象者情報に係る資料の提供を求められた場合は、募集対象者情報を住民基本台帳から抽

出し提供するとしております。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  それでは提出されるということでございますが、今までこれ確認し

たことがなかったんですけど提出の形式。町によってはシールにして提供しているところもあると

聞きますが、どのような形式で提供されるのでしょうかお尋ねいたします。 

○的野信之議長  住民環境課長。 

○大村俊夫住民環境課長  お答えいたします。提出の形式ですが、要綱では募集対象者情報を住

民基本台帳に記録されている情報のうち氏名、生年月日、性別及び住所としています。これまで、

これらの情報を名簿化し紙媒体で提供しており、次年度も自衛隊から資料の提供を求められた場合

にはこれまでと同様の形式で提供する予定です。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  今までどおりということで、くれぐれもシール等というような形は

とっていただかないようにお願いしたいと思います。除外申請制度が昨年、今年度からですかね制

度として取り入れていただきまして、ただ、まだ現在の段階では除外申請制度周知徹底していない

と思います。だから、多くの対象者の方にとっては知らないうちに個人情報が提供されているとい

う状況があるのではないかと思いますが、やっぱり個人情報を提供するという場合、本人の確認と

いいますか連絡、これが必要ではないかと私は考えますがどうされますでしょうか。お尋ねいたし

ます。 

○的野信之議長  住民環境課長。 

○大村俊夫住民環境課長  お答えいたします。自衛隊への資料の提供につきまして個別に連絡を
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することは予定しておりません。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  是非、そういう対応をお願いしたいと思うところでございます。 

次にこのようにまだ除外申請制度、昨年、今年度お２人というようなことでございましたが、ま

だ周知徹底していない。特にそういうふうに本人への連絡をしないというのであれば、やっぱりこ

ういうことを町はしているんだということ。これはやっぱり徹底してお知らせする。対象者にお知

らせするということが必要だと思います。来年度に向けて除外申請制度の周知のためにどのような

対応をされるおつもりでしょうか、お尋ねいたします。 

○的野信之議長  住民環境課長。 

○大村俊夫住民環境課長  お答えいたします。町のホームページでは１年を通して自衛官等募集

事務に係る対象情報の提供についてのページを設けており、庁舎内にもポスターの掲示を行ってお

ります。また要綱では、除外申請の申請期間を当該年度の４月１日から５月末までとしており、３

月から５月にかけては広報紙・ホームページにて除外申請開始の広報を行う予定です。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  ぜひ丁寧な周知の徹底のやり方をとっていただきたいと思っている

ところでございます。 

では、次の質問に移らせていただきます。次の質問は、学校給食用の地元食材の確保についてと

いうことでございます。鞍手町におきます農業振興施策の現状について担当課のほうにお尋ねいた

しましたところ、この１５年間に農業の就業者数は約半減しておると。そして、就業者の平均年齢

は６４．１歳。こういう状況ですね。特に年齢階層を見ますと６５歳以上が圧倒的に多いとね、そ

して若年の方は非常に少ない。今後、１０年、２０年鞍手町の農業のことを考えますと、非常に心

細い思いをするわけでございます。それで私はこの間から学校給食において、地産地消していただ

きたいというようなことの意見を述べてきたわけでございますけれども、やっぱり農業を学校給食

を充実させることによって農業の振興を図るというような取り組みが全国でもかなり行われている

わけですね。食材につきましても学校給食用として補助金を出して町が買い上げる。そういうこと

で契約して、新しい農産物の生産とかあるいは担い手とかを増やす。そういったような事例も聞い

ております。そういったことがありますのでぜひこういう立場で進めていただけたらと思うわけで

ございまして、実施までにまだ３年ありますので地場食材の使用による地域農業の振興にも連携可

能な地産地消の学校給食の実現。こういう具体的な検討をぜひ進めていただきたいなと考えておる

ところでございます。統合小学校の学校給食の共同調理場では、小学校の自校式と中学校分合わせ

て１，１００食の調理と配食を行うと聞いております。まず、現在の段階で町内で充足可能な学校

の給食用の食材としてはどのようなものがあると把握されておりますか。お伺いいたします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  地元で収穫するものに関しましては、野菜をサングリーンより購入しており

１２月はキャベツ、大根、春菊、サツマイモ、卵を使用する予定です。このほか食材として白菜、
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ナス、キュウリを使用しております。お米につきましては委託事業をしておりますので、鞍手町の

お米を使うことはできておりません。また、大量の食材を安定して供給していただかなくてはなり

ませんので、学校給食では食材費の高騰・不作に関わらず安定して供給することができることが望

まれます。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  今の答弁のキャベツとか大根とか、そういった白菜とかこれはもう

現段階で１，１００食分の調達ができるということでございますか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  野菜に関しましては調達できるというふうに考えております。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  そういうことであり非常に心強いと思います。 

それから次の質問としましては、昨年の９月議会の答弁では自校炊飯を実施する予定で鞍手町産

のお米を使用するなど、地場食材の使用も可能にしたいと言われておりました。先ほどまだ実績が

ないということをおっしゃっておりましたけど、もう３年後でありますのでそろそろ鞍手町産の米

の購入先とか品種とかそういったことについては検討されるべきではないかと思いますが、そうい

ったことはどうでしょうか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  現在のところ、生産者などと直接的な交流・意見聴取については連絡調整で

きるシステムは構築できておりません。現在は直鞍農協のサングリーン鞍手さんに学校給食側、生

産者側の調整役としてご尽力していただき、季節に応じて出荷できる野菜等々を低コストで収めら

れております。お米につきましては、今後検討していきたいというふうに考えております。以上で

す。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  ぜひもう３年というのはすぐ経つと思うんですね。野菜は話し合い

をして、こういった野菜の栽培に力を入れようとか量産しようとかいうようなこともあっても、す

ぐにできるわけじゃありませんから、施策ということも必要になるのではないかと思います。昨年

の９月議会の答弁で、今年の９月議会の答弁で、今、教育長おっしゃいましたが地産地消の課題と

して、大量の食材を安定して供給することも困難性があるため、今までは福岡県が学校給食会から

多くの食材を調達しながら一部地元で収穫される野菜をサングリーンより購入しておりますという

ことでした。今さっきから答弁があっておりましたけれども、やっぱりもう早く一刻も早く地場食

材の活用と整備されるし調理所施設を活用した学校給食の鞍手町における学校給食の充実のため

に、一刻も早く学校給食の担当者や栄養士さん関係する生産者等との交流や意見聴取の場を設定し

ていただきまして検討を進めていただきたいと思いますが、今後の見通しはどうでございましょう

か。お尋ねいたします。 

○的野信之議長  教育長。 
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○外園哲也教育長  現在、統合するまでにいろんな面で教育面とか学校運営とか、その他もろも

ろのものを今計画中でございますので、まだそこまでは至っておりません。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  事情も分かります。ただね、やっぱりもう３年後の実施のために

は、早く取りかからないといけないのではないかと思います。今この秋、米が不足して米価が高騰

して、今後の日本の農業の状況も非常に危ぶまれるというような状況がありますんで、日本の農業

の将来決して安泰ではないということがありまして、食料の自給率の向上ということもうたわれて

おりますが、鞍手町におきましてはそういう学校給食の充実ということを出発点といいますか足が

かりにして、地元での食料の自給ができるとそういった状況も将来の鞍手町の農業の新しい振興に

もつながるような形で今後息の長い取組になると思いますけれども、学校給食における地産地消の

推進をぜひお願いしたいと思っております。この件についてはこれで質問を終わります。 

最後の質問よろしゅうございましょうか。最後に健康保険証の新規発行が停止になりました。そ

れにつきましてちょっと確認したいことがありますので質問いたします。鞍手町には町独自の子ど

もや障害者等に対する医療費の助成制度、支援と書いてありますが助成制度がありますが、その証

書の取り扱いについては変更があるのでしょうか。お尋ねいたします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長  税務保険長。 

○石田克税務保険課長  お答えいたします。子ども医療、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療

につきまして説明をさせていただきます。令和６年１２月２日以降、マイナンバーカードと健康保

険証の一体化により紙の健康保険証の発行が廃止となりましたが、鞍手町の公費医療の受給者証に

つきましては、引き続き紙の受給者証を利用していただいております。マイナンバーカードを活用

したオンライン資格確認につきましては、令和５年度より先行して着手している自治体もございま

すが、国は全国的な運用につきましては、令和８年度からとしております。なお、実施に向けた具

体的なスケジュールはまだ示されておりません。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  そういったことも分かりましたら、やっぱり当該の方々に周知徹底

これもお願いしたいと思います。 

次の質問でございますが、健康保険証発行停止に関連しまして鞍手町としては非常に丁寧な連絡

をしていただいているなということを実感しております。その中で私としましてはよく分かるよう

にしていただいているんですけど、１番気がかりなのは今まで短期保険証を発行していただいてお

りました保険税の滞納の方々への対応。今後の対応。それちょっと確認したいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長  税務保険長。 

○石田克税務保険課長  国民健康保険について説明をいたします。令和６年１２月２日以降、紙
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の健康保険証の発行が廃止され、同時に短期被保険者証及び資格証明書の発行も廃止となりまし

た。令和６年１２月２日以降の保険税滞納者への滞納につきましては、滞納月数が１年未満の世帯

につきましてはマイナ保険証及び資格確認書により医療機関での窓口で２割または３割での保険給

付を行います。滞納月数が１年を超える世帯につきましては特別な事情がない場合は特別療養費の

支給に変更する旨の事前通知を送付し医療機関で医療費の全額を支払っていただき、後日、保険年

金係の窓口で申請をしていただき、７割の医療費を返還を受けることとなります。以上です。 

○的野信之議長  西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員）  これからインフルエンザの流行とか、またコロナもまた流行の兆し

があるというようなことも聞いております。やっぱりそういう方々が医療証がないために、あるい

は現金がないために、病院にかかることができなくて命を落とされることがないような、今も十分

配慮していただいていると思っておりますが、今後とも配慮をしていただきますようお願いいたし

まして、私の質問は終わらせていただきます。 

○的野信之議長  以上で西藤典子議員の質問を終了します。 

次に、９番議員 許斐潤一郎議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：許斐潤一郎議員 

答弁者：町長、教育長、担当課長 

 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  ９番。通告に従いまして一般質問を行いたいと思います。手話言語

条例制定後の町としての取り組み、推進状況をお聞きしますが、令和４年１２月７日第７回定例会

において鞍手町手話言語条例が提出され町長より議案説明があっております。町長覚えておられま

すか。本議案は手話が言語であるという認識に基づき手話に対する理解の促進及び手話の普及に関

する基本的理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明確にし、総合的かつ計画的に手

話に関する施策を推進するため、鞍手町言語条例を制定するものということで説明があっておりま

す。そこで条例可決後２年経過しましたが、提案説明にある町の責務や総合的かつ計画的に施策を

推進するとありますがどこまで進んでいるのか。お聞きしたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  本町におきましては、手話言語条例第３条の中で町の責務として手話を必要と

する方の意思疎通を行う権利を尊重し手話に対する理解の促進、手話の普及、手話を使いやすい環

境の整備を行い、自立した日常生活及び地域社会における社会参加を保障するため必要な施策を講

じるものとする。今、許斐議員がおっしゃったとおり規定されております。本町ではこの条例施行

以前より手話通訳者設置事業、手話通訳者派遣事業並びに手話奉仕員養成講座を実施しており条例

一般質問 ⑤   許斐潤一郎議員 
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が施行された令和５年４月以降も実施しております。また今年度から新たな取組といたしまして、

災害時に避難所等で聴覚に障害がある方とコミュニケーションをとれるように、本町が聴覚に障害

のある方と鞍手手話の会の方の協力を得て災害時支援ボードの作成を行っております。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  今、町長がおっしゃいましたけども手話に対する理解促進をいろい

ろ方向でされているということでございますが、私のほうで役場の職員の方、また学校の先生、区

長、民生委員さん、いろいろ町民の方もお聞きしますけれども、この手話の条例があるということ

を皆さん知らないっておっしゃっています。何のことですかって言われるんです。そういうところ

で、本当に町長が推進されている。取り組んでおられるということがどこまでできているのかとい

うのは非常に疑問に思っております。小竹町では隣の町の小竹町では、聾唖者及びその支援者と町

長との意見交換がなされ、町広報の表紙や広報の１ページにその内容が記載されたり、現在、町長

自身も手話の講習を受講されているそうですが、手話に対する理解促進と普及に関して行政、町

民、事業者への啓発活動は本当に行われているのか。再度お聞きします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  本町が啓発活動をする上で障害のある方及び支援されている方のご意見を頂き

ながら進めていく必要があると考えております。今年度におきましては、９月２３日の手話言語の

国際デーに合わせ手話が言語であるとの理解を深めるチラシの作成時に聴覚に障害のある方及び支

援されている鞍手手話の会の方にご協力頂き作成いたしました。また災害時支援ボードの作成にお

きましても、聴覚に障害がある方、支援されている方々の貴重なご意見を頂きながら作成をしてい

る状況でございます。今後も手話に対する理解の促進、手話の普及につきましてご意見を頂きなが

ら啓発活動を進めていきたいと考えております。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  ９月２３日、言語デー等があるということで、手話の会等々協力し

ながらいろいろ進めていきたいというお話ですが、本年５月に人権研修４回目に手話言語条例につ

いて、８月に男女共同参画で盲導犬に関しての講演会が行われましたが、悲しいかな行政職員、議

員の方の聴衆が本当に限られた方のみでした。少し条例に関する意識が低いのではないかと感じま

す。啓発活動の一環として聴覚障害にかかわらず様々な障害者との方の意見交換などを、今後、町

長として考えてもらいたいと思いますがいかがでしょうか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  意見交換というのもすごく大切なことだというふうに考えております。私自

身、議員のときから鞍手手話の会の方とはいろいろとお話を聞きながら、この手話言語条例につき

ましても以前からとにかく要望してくださいというようなお話もされておりました。やっとってい

う表現が適切かどうか分かりませんけども令和４年の１２月に制定し、令和５年の４月から施行す

べきだということが一つ私自身も良かったというふうに考えております。ただ今後についても、確

かに住民の方からは手話言語条例が制定されているということがまだまだ啓発が十分でなく、知ら
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ない方も多いというふうに感じております。今後につきましては、どのような方法で啓発活動をし

ていくことが良いのか、そしてまた手話言語というからにはより多くの方に手話ができることが必

要なのか手話が読み取れることが必要なのか、両方が必要なのかっていうこともありますけども、

そのことについても検討していく必要があるかなというふうに考えております。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  町長のおっしゃっていることは最もだと思いますけれども、やはり

前回の質問の際に今後の取組について質問させてもらっていますけど、その中で１市２町でパンフ

レットを作成し住民や関係各所へ配布し啓発を行っていこうと考えていますという発言を頂いてお

りますが、その後実施できているのかどうか。お聞きしたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件については担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長  福祉人権課長。 

○田鶴原竜二福祉人権課長  お答えします。パンフレットの作成につきましては、令和５年度に

１市２町において作成する方向で予算規模、掲載内容について協議を重ねてきましたが、足並みが

そろわず作成に至りませんでした。このため令和６年度に鞍手町独自で作成する方向で予算計上を

行っており、掲載内容については今後支援されている方々と協議を行っていきます。以上です。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  分かりました。令和５年度に１市２町予算の関係上でちょっと足並

みがそろわなかったということで、ちょっとここは質問は下げたいと思います。令和６年度、鞍手

町独自でやはりそういう広報活動、パンフレットなんかを行いたいということですので、鞍手手話

の会等もありますので、そういうところと協議されて作成されてはどうかと思います。 

それともう１つお聞きしたいのは、今後、町広報誌発行されていますけども簡単な手話の単語な

どの掲載は可能なのかどうかお聞きします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましても担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長  まちづくり課長。 

○高橋奈美江まちづくり課長  お答えいたします。広報誌は制度や行政情報、話題等を広く一般

に周知するため毎月１日に発行しております。掲載内容につきましては各課局から提出された毎月

の記事内容と関係機関等から依頼された記事量に基づきページ数やページ構成等を整理を行い、広

報委員会に提案し掲載の可否等について協議をしております。今回、手話の単語等の掲載は可能か

とのご質問に対しましては担当からも相談を受けておりますので、誌面の大きさや情報の内容、イ

ラスト、素材などについて、他の記事とも調整した上で毎月または各月などのペースで定期的に掲

載できるように調整をいたしております。以上です。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  今後、検討をしていくということですけども、ページの数、大きさ
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等につきましては特に単語ですのでＡ４のちょっと誌面を少し頂ければそれで十分だと思います。

それも先ほど申し上げましたように、手話の会等がそういうふうなところで協力ができるというこ

とですので、ぜひ一緒に検討していただければと思います。掲載があれば先ほど言いましたように

可能ですので。ちなみに現在、毎週木曜日７時から９時までサークル活動があっております。同時

に、手話奉仕員養成講座も毎週火曜日に同時刻で行われています。本年のサークル、講習会の見学

は、ほぼ役場からもありません。担当部署のほうからもありません。議員のほうもありません。議

員のほうは１名見学にこられました。どういう状況かですね。そういうところで、養成講座は現在

９名の方が受講されております。やはり病院職員、それとか福祉関係のお仕事されている方、あと

民生委員の方とか様々な方、若い方も含めて熱心に受講されておりますので、町長、副町長、福祉

人権の課長、係長あたりは、やはり１度見学に行かれてみてはどうかと思います。 

次の質問に移ります。新庁舎が完成に伴いくらじの郷より中央公民館へ移動となることが決まっ

ておりますが、現在、ボランティア連合の一角に手話の教材や機材が置かれていますが、話を聞く

限りでは移動後、ボランティア連合内の部屋に置けないということであり、今後は専用の置場の確

保は可能なのかどうかお聞きしたいと思いますけどいかがでしょうか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長より答弁させます。 

○的野信之議長  福祉人権課長。 

○田鶴原竜二福祉人権課長  お答えいたします。鞍手手話の会等の団体につきましては先行して

引っ越し作業を進めていただいております。機材等の保管場所は確保しておりますが、教育長室を

含めた教育委員会が現在使用している居室を一部使用することとなっておりますので、新庁舎に教

育委員会が引っ越しを完了するまで大変ご迷惑をおかけしますが、いましばらくお待ち頂きたいと

思います。以上です。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  今、担当課長のお話では教育委員会さんのほうの部屋が空き次第確

保したいということですので、これはやはり決まり次第早めにお聞きしたいと思います。ほかのサ

ークルさんの点字さんとか、老連さんとかいろいろサークルさん活用されている団体もございます

ので、いろいろとそういうところ等も部屋が共同にならないように確保していただければと思いま

す。この件につきましては、後、宇田川議員のほうからも質問内容が入っていると思いますので、

次に行きます。 

次ですけども、新年度より新庁舎の業務開始が始まりますが、庁舎窓口に総合受付が置かれると

のことですが、手話奉仕員は置かれるのかここをお聞きしたいです。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  現段階では手話通訳者及び奉仕員等を配置することは考えておりません。聴覚

障害者への対応としましては、現在も各課のカウンターに置いています。耳の不自由な方はお申出

くださいといった内容の案内表示をさせていただこうと考えております。また手話ができる職員も
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数名おりますので、その職員での対応も可能かと考えております。窓口におきましては聴覚障害者

の方に限らず、庁舎に来られた方にご不便をかけないよう対応してまいりたいと思います。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  今、考えていないということですけども、また各課に手話をされる

方がおられる数名おられるということですけども、やはり勤務中に外からお見えになった方に対し

て、そこの部署から出てきて本来の業務を外れて対応されるっていうのはいかがなものかと私は思

っております。やはり新庁舎ができますと必ず新しい庁舎ですので外からの視察などもあると思わ

れます。玄関に入ってすぐに何らかの形でやはり手話の奉仕員が要るとか、また通訳の表示がある

とかいう案内があれば鞍手町としても言語条例の取組もほかところから知ってもらえるのではと思

いますので、ぜひ、考えていないということですけれども、やはり先々のことも考えて対応してい

ただければと思います。 

次の質問に移らせてもらいます。教育委員会として、この１年間生涯学習や研修等において新た

な取組は行われてきたのか、お聞きいたします。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  教育委員会が行っている講演会での手話への対応につきましては、人権教育

学級、同和問題啓発強調月間講演会、人権週間講演会については以前より鞍手手話の会にご協力頂

いております。また、今年度より少年の主張大会、二十歳の集いも協力を頂いて手話通訳を行って

いただくよう計画をしております。以上です。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  いろいろと教育委員会さんでも検討されて取り組まれてきていると

いうことですけども、本年初めて少年の主張で手話通訳はついておりますけどその経緯をよろしけ

れば教えていただけますか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  数年前、子ども達の主張の中に障がいのある人の話が出てきておりまして、

そういったことから手話通訳を入れていこうというふうな考えがございましたけども、ちょうどコ

ロナウイルス感染症の防止のため参加者を限定しておりまして、手話通訳はしておりませんでし

た。しかしながら５類になりましたので、また今年ちょうど中学３年生の中にも手話について主張

等ありましたので、そういったことからも、今後、そういったものを入れていって児童生徒に広く

理解をしていただきたいというふうなつもりで入れております。以上です。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  分かりました。今までコロナでやらなかったと、行われなかったと

いうことで、教育長おっしゃっていますけど手話の会の皆さん聞きますと今まで少年の主張につい

ては無かったというような話もちょっと聞いておりますけれども、どちらにしましても、本年、通

訳がついたということで聾唖者の方の傍聴もあっております。感想として、聾唖者の方は子どもさ

んの思いや考え希望などを聞いてとてもよかったとの感想をお聞きしております。昼間の対応にな
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りますけども、やはり講演会は若いお母さんお父さんあたりの手話っていうのはありませんので、

こういう機会に若いお父さんお母さん方々が、そういうふうに手話に対する。行われているという

ことに理解を示していただければ、啓発推進の一環ではないかと思います。先ほどもおっしゃって

いましたけども、来月、成人の集いがあります。そのときには手話の通訳がつくということでよろ

しいかなと思いますので、ぜひやはり若い方っていうのはこれからいろんな職業につかれていくと

思いますので、そういう中でやはり手話っていうものを少しでも理解していただければいいんじゃ

ないかなと思います。 

次に朝の学校で正門の前で校長先生などが立たれて必ず各小学校・中学校、挨拶をされていると

いう話は聞いております。そのときに手話の動作としまして、例えば言葉だけじゃなくて「おはよ

うございます。（手話を交えて）」。町長されていますけど「おはようございます。」これだけで

いいと思います。それをやはり、学校長並びに担当の先生方がされることによって、子ども達の適

応能力が非常に高いと思いますので浸透していくと思います。難しいことを、やはり手話言っても

なかなか浸透しないと思いますので、やはりそういう簡単なことが取り組みができるのかどうか。

校長会なんかも定期的に行われているみたいですので、そういうときにしなさいということになれ

ばセクハラなるパワハラになるかも分かりませんので、そういうような取り組みをされてみてはど

うでしょうか、というようなことは言っていただけることは可能ですか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  前回の質問があったときも校長会議のほうで議会のほうでこういう質問があ

りましたと、可能ならば協力のほうよろしくお願いしますということは伝えておりますので、今回

またこういう要望がありましたということは伝えることは可能だと思います。ただ朝、交通整理を

しております校長先生方、旗を持っておりますので、そういったことできる場合とできない場合も

ございまして、子ども達が何百人もくる状況で子ども達の様子や健康状況とかそういうのを見てい

きますので、そこのところは可能な限りというふうにご理解のほうをよろしくお願いいたします。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員）  分かりました。やはり交通整理等も安全を考えますと非常に大切な

ことですけども、先ほど申しましたように旗を持たれても片手空いております。おはようございま

すと言うだけで十分だと思いますので、そういうところのご理解もしていただければと思います。

町長はもうその辺、朝お見えになって副町長も含めて職員の方に先ほど町長されていましたけど、

おはようございます。この動作だけ１年間通してやってみようというご意向はありませんか。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  今、許斐議員のほうから町長が朝の挨拶のときに手話をしたらどうかというよ

うな要望というかご指摘がありましたので、明日から早速、朝はおはようございます。お昼にあれ

ば、今日は帰るときは、これは「こんばんは（手話を交えて）」ですけど、しようというふうに思

います。 

○的野信之議長  許斐潤一郎議員。 
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○９番（許斐潤一郎議員）  ありがとうございます。町長のほうがやはり率先して先ほど申し上

げましたように役場の方も条例っていうのを知らないという方がほとんどだと思います。お聞きし

ましてもそういう面でやはり簡単なおはようございます。先ほど言いましたこんにちは。お疲れさ

まぐらいはしていただけると皆さん見ておられる方も役場の中でも非常に浸透してこないことのほ

うがおかしいと思います。ぜひやっていただければと思います。 

今回、手話言語条例を中心に再確認させていただきました。今後町内におけるあらゆる障がいを

持たれている方への「理解はできる」のではなく、町内で仕事や住んでいる人が「普通に支援でき

る行動を行ってほしい」と思います。１２月２日に人権講演がありました。その際に講演された方

は障がい者へ優しいまちは住みよいまちとのことでした。本当に住みよいまちは思いやりと繋がり

が必要だと私は思います。自分は家族の方があらゆる障がいにならないという保証は一切ありませ

んので、ここはしっかり考えて行きましょう。ここでちょっと手話は最後締めますけども、手話を

町長もしっかりと受け止めて頑張って、皆さんに広めて欲しいと思います。どうぞよろしくお願い

します。（手話を交えて）以上、全ての質問を終わります。 

○的野信之議長  以上で許斐潤一郎議員の質問を終了します。 

次に、４番議員 宇田川亮議員の質問を許可します。 

 

 

 

質問者：宇田川 亮議員 

答弁者：町長、教育長 

 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  なかなか休憩なしで引き続き、もうみんなお疲れだと思います。私

議員なって３０年間この場所で一般質問を行ってきましたが、この旧庁舎でのこの議事堂での一般

質問最後になりますんで、最後は気持ちよく一般質問やりとりしたいと思いますんで、町長、教育

長ぜひ前向きな簡潔な答弁で終わらせて頂きたいと思います。 

それでは質問に入ります。今回２点について質問いたします。新庁舎及び中央公民館への移転に

ついてです。先ほど似たような質問も前議員のほうからありましたけれども、重複する点はご容赦

ください。まず１点目に移転作業の進捗状況、これは新庁舎及び中央公民館についても、両方どう

いうふうに進んでいるのか。そして、今後の計画等、全て年内に開庁までに全部終わらせてしまう

のか、それとも開庁後もまだ少し残ってとかいう部分もあるのかどうか、それも含めて進捗状況を

教えていただきたいと思います。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件につきましては担当課長より答弁させます。 

○的野信之議長  管財課長。 

一般質問 ⑥   宇田川 亮議員 
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○石田正樹管財課長  お答えいたします。移転作業の全体の状況について報告をさせていただき

ます。まず、移転業務全般に関しましては去る９月２５日に入札を実施し、１０月１日付で日本通

運株式会社北九州支店と業務委託契約を締結しております。これまでの経過としましては、新庁舎

の引渡し後すぐに養生を行い新規購入什器類の搬入を開始したほか、１１月１８日に社会福祉協議

会及び老人クラブ連合会、身体障害者福祉協会、ボランティア連絡協議会の福祉３団体を含めた職

員向けの移転作業説明会を実施をしております。現庁舎及び総合福祉センターからの新庁舎及び中

央公民館に向けての移転作業としましては計３回の搬出入を計画をしておりまして、第１回目の搬

出入は１１月２５日に既に終えております。次いで１２月１６日に２回目の搬出入、そして１２月

２７日の業務終了後から３１日までの間で最後の搬出入を行い、年が明けて１月４日及び５日に運

んだ荷物の開放作業、それから開庁準備を行う予定としております。なお、社会福祉協議会につき

ましては１１月２３日に引っ越しを終え、１１月２５日から中央公民館で業務を開始しておりま

す。福祉３団体につきましては明日１２月１０日に引っ越しの予定となっております。全て基本的

には１月５日までに搬出入作業を終わらせて６日が役場の開庁となります。公民館関係についても

同様に、年末で移動をさせていくような形になります。先ほどお答えしました一部の荷物につきま

しては教育委員会が役場に教育長さん、それから学校教育の教育課の一部については移動しますの

で、そのあとに移動させるということがあるということをお答えさせていただきます。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  先ほどの質問の中でも、なかなか点字サークル等の荷物等が教育委

員会があるために、まだ置けないとかいうような話もあるような話も聞いています。それ以外に、

いろいろあると思うんですよね。中央公民館の大規模改修を行う前に福祉４団体ですかねと他に福

祉センターに入ってある団体の方とも入念にお話をして納得の上の改修をやってくれと、町のほう

もやりますという約束をされたと思うんですよね。そのあと確認をしたんですけれども、ちゃんと

納得を得て改修やりますということだったと思います。今の引っ越し作業が行われてね、実際引っ

越ししてみたけども、ここはちょっと思いと違かったとか多分出てくると思うんですよね。その分

を含めてね。もう一度入られる町の都合で福祉センターからこっちに引っ越しされるわけですか

ら、もう一度ね、きちっと納得された上での業務なりサークル活動の開始だとかいうこともやって

いただきたいというふうに思うんですけれども、その点についてお答え願います。 

○的野信之議長  管財課長。 

○石田正樹管財課長  お答えいたします。今、宇田川議員が言われましたように事前に中央公民

館のほう改修に先立ちまして関係団体の方とお話をさせていただき、荷物等の場所の確保等も行っ

ております。まず繰り返しになりますけども現在、教育長が使ってあるお部屋のほうが福祉団体の

倉庫になりますので基本的にはそちらに入れていただくという形になろうかと思います。それぞれ

入られる部屋につきましても一定の規模は確保しておりますので、基本的には問題がないものと承

知をしております。それと今後、明日引っ越しになるわけですけども、その際引っ越しをしていた

だく中で出てくる問題につきましては対応のほうはなるべく図っていきたいというに考えておりま
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す。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  ただその今教育委員会が使ってある場所にね、サークルなり団体な

りが入ってくると。だけど教育委員会が使ってあるだけに今置けない状況でしょ。明日引っ越しさ

れるんでしょうけども、それどこに置くんですか。だから先にもう言い方悪いけどいてもらわない

と運べない。ちゃんと必要の確保って言われてもその空間がまずないことにはまだここを使ってお

りますから搬入できませんよとか、それじゃあね、なかなかスムーズに事が運ばないんじゃないだ

ろうかというふうに思いますが、その点についてはどういうふうに考えてありますか。 

○的野信之議長  教育課長。 

○森永健一教育課長  お答えいたします。引っ越しについてはもう宇田川委員言われるように、

まだ教育課のほうが使っている部分がありますので、荷物を持ってきたときに置けないっていう部

分のが、今日それこそ手話の会の皆さん来て話している中で出てきた問題でもありました。その分

に関しましては別の部屋を一旦倉庫がわりに使わしていただいて置場所の確保をしていかないとい

けないというふうには考えております。ちょっと今日こられてお話をした段階なので、また明日お

話をさせていただければと考えております。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  課長。今日聞かれたって今言われましたけども、もう以前からそう

いう話が出ているんですよ。知っていると思いますよ。今日聞いたわけじゃないと思う。私が聞い

たのが先週ですか。その前にこういう問題がありますよということを私聞いたわけですから、だけ

ど課長。そこの担当者がなかなか対応してくれないというようなことも言われましたよ。今聞いた

わけじゃないでしょう。きちっとねそこはねスムーズに進むようにやってくださいよ。きちっと今

まで入っていたセンターに入ってあった団体なりサークルなりが、それも荷物をそのまま全部持っ

てくるわけじゃないですよ。やっぱりある程度処理して使えるもの使わなければならないものって

厳選して引っ越しているわけですから、そこはもともとの福祉センターから中央公民館に移ってく

れというところから納得したスペースの確保なりをやってくれっていうことで、ですから今回、実

際に引っ越しするときに、そういう問題が生じたらそこはやっぱり真摯に対応しないといけないと

思いますよ。その辺をしっかりやってくださいよ。教育委員会は大体いつ移るんですか。教育委員

会も１２月２何日なり１月開庁前までに移って、それから、だから、また、いろんなことや移動し

たりとかいろいろしないといけない。本当いうたらですよ、そういうところは全部開庁した後に引

っ越しするというのが普通だと思うんですよ。本当いうたらですよ。だけど、もう今進んでますん

で、そこはね、きちっと団体サークルの方々がね、納得できるようなスペースづくりだとか、スム

ーズな搬入だとかをぜひやってください。もう一度答弁お願いします。 

○的野信之議長  教育課長。 

○森永健一教育課長  お答えいたします。宇田川議員言われるように、すいませんいろんな問題

が出てきているのが現実でありますが、団体さんに迷惑かけない形で真摯に対応していきたいと考
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えております。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  よろしくお願いします。 

３番目に移ります。これは先ほど７番議員のほうからも質問ありましたけれども、移転作業終了

後に残った備品等の処分についてなんですけれども、先ほどいろいろ什器は使えないものは残した

りとか色々そういう話は聞きましたけども、まず公共的な団体を優先するのは私これ当たり前だろ

うというふうに思いますけど、下手したらねいろんなものが残って、ここの現庁舎が倉庫のように

なってくるんじゃないだろうかというふうに私思うわけですよ。このままいけば、ずーっとその状

況が続いていくようなことが考えられるかなあと思って、もちろん公共的な団体等に払下げなり譲

るなりが先行してやるべきだとは思いますけども是非皆さんに見てもらって、これ欲しいとかいう

ものがあったらもうどんどんどんどん公共的なところが終わった後にはねやっていただきたいなと

いうふうに思うんですよ。もうそれも、けようとかじゃなくてね。もう大体減価償却終わったよう

なものばっかりだというふうには思いますけれども、できるだけ処分する量が減るような形の施策

をやっていただきたいなというふうに思いますけども、これについての答弁をお願いします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  この件についても担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長  管財課長。 

○石田正樹管財課長  お答えいたします。宇田議員が言われるように、まずは公共的な団体のほ

うを優先して処分というか活用できるものは使用していただくような方法で処分をして進めていき

たいと考えております。それから石井議員へのお答えの中にもお答えをしましたように、その他町

民向けにバザーやせり売りといったような方法で処分を検討してまいりたいというふうに考えてお

ります。それらを行った上で最終的に残るであろう古い什器類につきましては鉄くずとして解体時

に換価ができますので、解体費用に充当するように計画をしております。以上です。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  今、担当課長から答弁ありましたけど、役目を終えた備品については当然なが

ら購入当初は全て税金で購入したものでもありますので、また町民の財産でもありますので、私と

しても極力無駄のない形で、そしてまたなるべく町民の方に還元できる形で処分していければいい

なというふうに考えております。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  よろしくお願いします。 

では次に進みます。中学校及び武道場のエアコン設置についてです。まず一つ目に鞍手中学校に

おける教室等でエアコンが設置されてない教室または部屋っていうのがあるんだったら教えてくだ

さい。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  鞍手中学校の校舎でエアコンが設置されてない部屋は倉庫や理科準備室のよ
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うな特別教室の準備室だけで授業をする教室、理科室などの特別教室はもちろん多目的ルーム、会

議室など、生徒職員が活動する部屋には全てエアコンが設置されております。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  中学校における武道場についてもエアコンついていますか。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  中学校におけます体育館、武道場についてはエアコンが設置されておりませ

ん。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  体育館についてはね、もうこの間２回ほどエアコンつけてくれとい

うような、しかも来年度いっぱいにやらないとなかなか有利な補助金もつかないというような状況

もありますけども、武道場についてはどういうふうに。中学校の武道場についてはどういうふう

に。ぜひそれ体育館と同じ場所になるんですか。それだったらもしつけるとするんだったら武道場

も一緒にという形に考えてあるのかどうか、教えてください。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  鞍手中学校の体育館は子ども達の学習生活の場であるとともに指定避難所と

して指定されております。近年の自然災害の激甚化、頻発化を踏まえ国においても令和６年１１月

２２日に国民安全安心と持続的な成長に向けた総合経済対策が閣議決定、その中に避難場となる全

国の学校体育館への空調設備についてペースの倍増を目指して計画的に進められるとされ、臨時特

別交付金が創設される予定になっております。大変厳しい財政状況ではございますが、中学校の体

育館に対しても教育環境を整えるという観点と避難助機能の強化という両面から新しい交付金を活

用した空調設備の設置について町執行部と検討していきたいと考えております。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  鞍手中学校においては前向きに執行部とも検討してやっていきたい

というような答弁でしたけども、全体的に体育施設にはエアコンというもうご時世というかもう毎

年近年にない暑さとかいうような状況がどんどんどんどんそれが増してきているような状況で言え

ばね。やっぱり体育施設は全てやっぱりエアコンは最低限の必須科目だというふうに考えますけど

も、この点について町長と教育長の考えをお願いします。 

○的野信之議長  町長。 

○岡崎邦博町長  中学校の体育館につきましては宇田川議員の一般質問に答弁したように、今鋭

意どういうふうにすればいいのかっていうことで検討しているところです。武道場につきましては

エアコンがついていないということもこの質問を通して初めて知ったところです。実際に武道、剣

道なり柔道をする際にはかなりの体力も消耗し、暑さの中では厳しい状況もあるのかなと推察する

ところはあります。武道場に対してエアコン空調をどうするかという話ですが、これが今聞いたと

ころで考えているところとしては、体育館と一体としたものとして申請ができるかどうか。これが

切り離されるってなるとなかなかちょっと考えをしなければいかないかなというところがあります
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が、前回、小中学校の普通教室にエアコンをつけた際にも特別教室にもつけてみろというふうな、

当然ながら先ほどの田中議員の質問の中にもありましたように、８区の代議士の事務所からも話が

ありましたので、それでつけていったという経緯もあります。そういったことで、これをどう要す

るに体育館と一体のものとして考えた上で、有利な交付金なりを使えることができるかどうかにつ

いては、先ほど言いましたようにちょっと相談をさしていただくと。お知恵をお借りするというこ

とができれば何とか設置も可能かなというふうには考えておりますけども、これは今、私の宇田川

議員の質問を聞いた上で、今、感じたところでもありますので、今後、これが実現するかどうかに

ついては、今のところは定かではありませんが、なるべくそうなるように努力していきたいという

ふうに思います。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  町長、今どこの話をされていますか。いや中学校の武道場の話をさ

れておったよね。分かりました。ぜひお願いします。そしたら体育施設にはねもう今、先ほど町長

も前もってこう言われましたけども、やっぱりもうエアコンのない施設、屋内運動場ですよ体育館

というのは武道場にしろ屋内運動場ですよ。ですから、それはぜひやっぱりエアコン設置がもう今

も不可欠だというふうに思っています。 

最後に町立の武道場、ここ本当窓まだあるんでしょうか。開けづらいのか開かないのか。もう今

年の夏は特に大変でしたという話も聞きました。エアコンもありませんし、そこをね何かの大きな

武道場ですからせめて置き型のクーラーとかいうのでもいいんじゃないだろうかと。大規模なあれ

じゃなくてもね、例えば役場庁舎にある置き方の空調があればね。それを武道場に持っていくかと

かいうことも考えていいんじゃないだろうかというふうに思うんですけども、最低限やっぱ体育施

設にはやっぱエアコンは必ず必要だろうというふうに思いますけども、答弁お願いします。どっち

なのか分かりませんけど。 

○的野信之議長  教育長。 

○外園哲也教育長  今、宇田川議員が言われたことも含めまして、今後町全体の設置について町

執行部と協議を進めていかなければいけないというふうに考えております。以上です。 

○的野信之議長  宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員）  私としては前向きな答弁をお伺いしたというふうに考えておりま

す。町長も同じ考えであろうというふうに思っていますので、ぜひ新庁舎での議場にはこの問題は

もう持ち込まなくていいようにぜひよろしくお願いします。これで、この議場での最後の一般質問

終わります。ありがとうざいました。 

○的野信之議長  以上で宇田川亮議員の質問を終了します。これで全ての一般質問は終わりまし

た。この際、休会についてお諮りします。明日１０日を休会にしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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ご異議なしと認めます。よって明日１０日を休会とすることに決定しました。以上で本日の日程は

全部終了しました。本日はこれで散会します。 

 

 

―― 閉会 １５時５９分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 


